
シニアカー・電動車いすを
ご使用の皆さまへ

【シニアカー（電動カート）】

院内でのご使用は原則禁止します。

ご来院の際は、院内用車いすにお乗り換えください。

<2024年9月 済生会滋賀県病院 病院長>

接触事故等の危険防止の観点から、院内でのシニアカー（電動カート）

および電動車いすについて使用する際のルールを定めています。

※お手伝いが必要な場合はお近くの病院スタッフまでお声がけください

【電動車いす】
ご使用の際は
次のルールをお守りください。

1. スピードを落として走行する

2. 他の人に注意する

3. 交差箇所では一旦停止する


